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連
日
、
国
民
投
票
法
「
改
正
」
案

の
廃
案
を
求
め
る
国
会
前
行
動
が

行
な
わ
れ
て
い
る
さ
な
か
の
六
月

九
日
、「
国
民
投
票
法
「
改
正
」

案
を
廃
案
に
！
　
自
民
党
の
改
憲

発
議
を
﹃
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
﹄
さ
せ
よ

う
！
　
６
・
９
労
働
者
・
市
民
集

会
」
が
連
合
会
館
で
開
催
さ
れ

た
。
集
会
で
は
、
壊
憲
ＮＯ
！
　
96

条
改
悪
反
対
連
絡
会
議
共
同
代
表

の
内
田
雅
敏
弁
護
士
が
、「
改
憲

を
め
ぐ
る
情
勢
は
い
ま
、
ど
う
な

っ
て
い
る
の
か
？
　
そ
し
て
、わ

た
し
た
ち
は
い
ま
、な
に
を
な
す

べ
き
か
？
」と
題
し
、概
略
以
下
の

よ
う
な
報
告
を
行
な
っ
た
。

二
〇
一
四
年
七
月
一
日
、
国
会
閉

会
中
に
集
団
的
自
衛
権
容
認
が
閣

議
決
定
さ
れ
た
。
翌
一
五
年
九
月

十
五
日
、「
安
保
」
関
連
法
制
が

強
行
採
決
さ
れ
た
。
事
実
上
の
憲

法
九
条
改
悪
で
あ
る
。
五
次
に
わ

た
る
ア
ー
ミ
テ
ー
ジ
報
告
に
応
え

た
も
の
で
、
ま
さ
に
こ
の
一
連
の

動
き
は
、「
ク
ー
デ
タ
ー
」
だ
。

秘
密
保
護
法
、
共
謀
罪
の
制
定
、

国
策
と
し
て
経
団
連
が
求
め
た
武

器
輸
出
な
ど
が
併
せ
て
推
進
さ
れ

た
。
対
中
国
「
安
保
」
の
た
め
の

環
境
変
化
を
言
い
募
り
、
米
軍
需

産
業
の
要
求
に
も
応
え
て
軍
事
予

算
は
増
加
し
続
け
た
。

続
け
て
、
日
弁
連
が
二
〇
〇
九
年

十
一
月
十
八
日
に
出
し
た
「
憲
法

改
正
手
続
法
の
見
直
し
を
求
め
る

意
見
書
」
に
沿
っ
て
、
公
務
員
・

教
育
者
に
対
す
る
運
動
規
制
、
国

民
投
票
広
報
協
議
会
の
不
公
平

性
、
権
力
・
財
力
を
持
つ
者
に
有

利
な
有
料
意
見
広
告
放
送
の
在
り

方
、
発
議
後
国
民
投
票
ま
で
の
期

間
の
短
さ
、
最
低
投
票
率
が
定
め

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
等
の
問
題
点

を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
後
、
日
本
国
憲
法
に
つ
い

て
、
奥
平
康
弘
氏
が
「
未
完
の
憲

法
」
と
言
っ
た
意
味
を
問
う
た
。

「
未
完
」の
意
味
は
、戦
争
責
任
や

植
民
地
支
配
の
責
任
、
歴
史
認
識

の
問
題
等
で
あ
る
。
憲
法
制
定
の

た
め
の
一
九
四
六
年
四
月
の
選
挙

に
お
い
て
も
、
沖
縄
の
住
民
に
は

選
挙
権
は
な
か
っ
た
。
一
九
五
一

年
九
月
に
調
印
さ
れ
た
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
は
、沖
縄
・
奄

美
の
切
り
捨
て
を
決
定
づ
け
た
。

討
論
で
は
、
司
会
の
土
松
克
典
か

ら
、
植
民
地
支
配
の
問
題
に
つ
い

て
補
足
意
見
が
あ
っ
た
。
日
本
国

憲
法
施
行
前
日
の
一
九
四
七
年
五

月
二
日
、
大
日
本
帝
国
憲
法
下
の

最
後
の
勅
令
と
し
て
、
外
国
人
登

録
令
が
出
さ
れ
、
日
本
在
住
の
朝

鮮
人
・
台
湾
人
は
日
本
人
だ
が

「
三
国
人
」
扱
い
さ
れ
、
サ
条
約

調
印
後
は
外
国
人
登
録
法
が
施
行

さ
れ
、
日
本
国
憲
法
の
対
象
か
ら

除
外
さ
れ
て
、
管
理
・
弾
圧
の
対

象
に
さ
れ
た
。

「
改
正
国
民
投
票
法
」は
、六
月
十

一
日
に
成
立
し
た
。賛
成
は
、自

民
・
公
明
・
維
新
・
立
憲
民
主
・

国
民
民
主
各
党
、反
対
は
、共
産
・

れ
い
わ
の
各
党
で
あ
る
。
日
弁
連

が
指
摘
し
た
法
案
の
問
題
点
は
、

す
べ
て
無
視
さ
れ
た
。主
な
修
正

点
は
、駅
や
商
業
施
設
へ
の「
共
同

投
票
所
」の
設
置
の
み
。立
憲
民
主

党
が
賛
成
の
条
件
と
し
た
三
年
後

を
目
途
と
し
た
政
党
の
広
告
や
資

金
の
規
制
の
検
討
に
つ
い
て
も
、

与
党
は
こ
の
期
間
の
改
憲
発
議
の

可
能
性
を
否
定
し
て
い
な
い
。

「
ク
ー
デ
タ
ー
」
後
の
実
質
改
憲

策
動
は
、
つ
い
に
運
動
を
直
接
に

弾
圧
す
る
法
律
を
誕
生
さ
せ
た
。

六
月
十
六
日
、「
重
要
土
地
調
査

規
制
法
」
が
成
立
し
た
。
こ
の
法

律
は
、
日
本
中
ど
こ
に
住
ん
で
い

る
人
民
も
調
査
・
監
視
・
弾
圧
の

対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と

ん
で
も
な
い
治
安
立
法
で
あ
る
。

実
質
改
憲
と
明
文
改
憲
が
、
車
の

両
輪
の
よ
う
に
進
ん
で
い
る
。
労

働
運
動
が
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
な
か
、
ま
っ
先
に
在
日
朝
鮮
人

や
沖
縄
の
人
び
と
、
外
国
人
労
働

者
や
障
碍
者
に
対
す
る
差
別
・
抑

圧
・
人
権
無
視
が
強
ま
っ
た
。
さ

ら
に
こ
の
攻
撃
は
日
本
国
憲
法
が

す
べ
て
の
日
本
人
に
保
障
す
る
権

利
を
根
こ
そ
ぎ
奪
お
う
と
し
て
い

る
。
労
働
者
人
民
は
運
動
を
再
建

し
、
政
府
・
独
占
の
攻
撃
と
真
っ

向
か
ら
対
決
す
る
こ
と
な
し
に
抑

圧
か
ら
逃
れ
る
す
べ
は
な
い
。

ア
ジ
ア
の
平
和
を
脅
か
し
て
い
る

根
源
は
、
米
帝
国
主
義
と
日
本
が

一
九
五
一
年
に
締
結
し
た
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
と
安
全
保

障
条
約
に
あ
る
。
当
時
ソ
連
は
、

米
の
単
独
講
和
政
策
は
ポ
ツ
ダ
ム

協
定
違
反
だ
と
強
く
非
難
し
、
対

日
講
和
条
約
を
ソ
中
米
英
四
か
国

外
相
会
談
で
起
草
し
、
日
本
の
非

軍
事
化
・
民
主
化
・
軍
備
の
制

限
・
経
済
の
平
和
的
発
展
・
貿
易

の
制
限
の
撤
廃
・
対
日
戦
に
参
加

し
た
い
か
な
る
国
の
同
盟
に
も
参

加
し
な
い
中
立
条
項
な
ど
の
内
容

を
提
示
し
た
。
単
独
講
和
が
戦
争

へ
の
道
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
な
反
動

支
配
へ
の
道
で
あ
る
こ
と
は
、
当

時
の
労
働
者
に
も
理
解
さ
れ
て
お

り
、
総
評
は
実
際
に
全
面
講
和
の

要
求
を
突
き
つ
け
て
闘
っ
た
。

い
ま
日
本
の
運
動
に
欠
け
て
い
る

も
の
は
、
当
時
は
存
在
し
た
強
力

な
労
働
運
動
と
そ
れ
と
結
び
つ
い

た
社
会
主
義
を
め
ざ
す
政
治
勢
力

で
あ
る
。
運
動
全
体
の
活
性
化
の

た
め
に
は
労
働
運
動
の
再
構
築
は

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
課
題
だ
。

日
米
帝
国
主
義
は
、
労
働
者
人
民

を
戦
争
体
制
の
構
築
に
動
員
す
る

こ
と
を
狙
っ
て
憲
法
改
悪
を
押
し

進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に

対
抗
す
る
メ
イ
ン
ス
ロ
ー
ガ
ン

は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
体
制
打

破
！
　「
安
保
条
約
」
破
棄
！
　

で
あ
る
。 

【
阪
上
み
つ
子
】

「
重
要
土
地
調
査
規
制
法
案
廃

止
！
」
を
も
と
め
る
ス
タ
ン
デ
ィ

ン
グ
等
の
闘
い
が
、
本
法
案
の
衆

議
院
審
議
入
り
の
五
月
十
一
日
か

ら
国
会
閉
会
の
六
月
十
六
日
ま

で
、
沖
縄
・
一
坪
反
戦
地
主
会
関

東
ブ
ロ
ッ
ク
主
催
で
議
員
会
館
前

に
て
取
り
組
ま
れ
た
。
国
会
中
継

放
送
を
皆
で
聞
き
、
シ
ュ
プ
レ
ヒ

コ
ー
ル
で
座
り
込
み
の
声
を
国
会

に
ぶ
つ
け
た
。
リ
レ
ー
ト
ー
ク
や

歌
、
踊
り
、
沖
縄
民
謡
に
耳
を
傾

け
、
ほ
っ
と
す
る
時
間
も
あ
っ

た
。
退
職
者
の
労
働
組
合
、
多
く

の
市
民
団
体
や
個
人
の
参
加
で
、

日
に
よ
っ
て
差
は
あ
っ
た
が
、
三

〇
～
一
〇
〇
人
程
度
が
集
ま
っ

た
。
五
月
二
十
八
日
官
邸
前
「
衆

議
院
で
の
強
行
採
決
の
暴
挙
に
抗

議
す
る
集
会
」︵
一
〇
〇
名
参

加
︶、
六
月
八
日
官
邸
前
「
緊
急

集
会
」︵
二
〇
〇
名
︶、
六
月
十
五

日
参
議
院
議
員
会
館
前
「
共
同
呼

び
か
け
︿
沖
縄
・
一
坪
反
戦
地
主

会
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
、
フ
ォ
ー
ラ
ム

平
和
・
人
権
・
環
境
、
た
ん
ぽ
ぽ

舎
、
重
要
土
地
調
査
規
制
法
案
反

対
緊
急
声
明
事
務
局
、
重
要
土
地

調
査
規
制
法
案
を
廃
案
に
す
る
全

国
超
党
派
自
治
体
議
員
団
、
安
保

破
棄
中
央
実
行
委
員
会
﹀
大
抗
議

ア
ピ
ー
ル
」︵
三
五
〇
名
︶
等
の

集
会
も
あ
っ
た
。

正
式
名
称
「
重
要
施
設
周
辺
お
よ

び
国
境
離
島
等
に
お
け
る
土
地
等

の
利
用
状
況
の
調
査
及
び
規
制
等

に
関
す
る
法
律
案
」
は
、
す
べ
て

の
要
件
が
あ
い
ま
い
で
政
令
か
首

相
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
、

国
家
権
力
の
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
法

だ
。
審
議
で
内
容
が
明
ら
か
に
な

る
に
つ
れ
、
全
国
す
べ
て
の
基
地

や
原
発
周
辺
で
被
害
を
受
け
て
い

る
地
域
住
民
を
監
視
し
、
声
を
あ

げ
る
住
民
を
恫
喝
し
て
黙
ら
せ
る

法
で
あ
り
、
な
か
で
も
沖
縄
を
ま

る
ご
と
監
視
し
、
基
地
反
対
運
動

を
つ
ぶ
し
、
軍
事
要
塞
に
す
る
た

め
の
悪
法
で
あ
る
こ
と
が
鮮
明
に

な
っ
た
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害

し
デ
ジ
タ
ル
法
と
連
動
す
る
。
土

地
・
建
物
の
所
有
者
や
そ
の
周
辺

の
「
利
用
者
そ
の
他
の
関
係
者
」

に
情
報
提
供
が
義
務
づ
け
ら
れ
、

従
わ
な
け
れ
ば
処
罰
さ
れ
る
。
調

査
は
日
本
全
国
に
住
む
人
び
と
全

体
が
対
象
だ
。
住
民
の
間
に
不
信

を
持
ち
込
み
、
密
告
を
強
い
る
。

思
想
良
心
の
自
由
を
保
障
し
た
憲

法
一
九
条
、
自
由
権
規
約
一
八
条

に
反
す
る
恐
ろ
し
い
法
律
だ
。

六
月
十
日
、
三
人
の
大
学
生
が
リ

レ
ー
ト
ー
ク
に
参
加
し
、「
住
み

よ
い
社
会
に
す
る
た
め
に
は
不
断

の
努
力
が
必
要
と
こ
の
場
で
学
ん

だ
。
世
代
の
上
の
人
だ
け
に
任
せ

ず
若
者
も
や
ら
な
く
て
は
」「
環

境
問
題
を
や
っ
て
い
る
が
、
こ
れ

ま
で
知
ら
な
か
っ
た
政
治
も
学
び

自
分
の
考
え
を
発
信
し
て
い
く
」

と
発
言
し
た
。
法
案
の
問
題
が

徐
々
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

六
月
十
四
日
に
内
閣
委
員
会
が
三

人
の
参
考
人
質
疑
を
行
な
っ
た
。

自
民
党
は
参
考
人
質
疑
後
に
委
員

会
採
決
を
主
張
し
た
。
立
憲
、
共

産
、
国
民
、
社
民
の
四
党
が
内
閣

不
信
任
決
議
案
を
出
し
た
た
め
、

六
月
十
五
日
は
、
衆
・
参
議
院
の

審
議
が
す
べ
て
止
ま
っ
て
い
た
。

午
前
中
の
リ
レ
ー
ト
ー
ク
の
な
か

で
、「
マ
ス
コ
ミ
は
現
状
を
ト
ッ

プ
ニ
ュ
ー
ス
で
伝
え
な
い
。
シ
ュ

プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
の
声
を
メ
デ
ィ
ア

に
伝
え
さ
せ
よ
う
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
電

話
し
よ
う
！
　
Ｔ
Ｂ
Ｓ
や
日
テ
レ

の
テ
レ
ビ
局
に
も
抗
議
し
よ
う
！
　

こ
の
声
を
報
道
す
る
義
務
が
あ

る
」
と
の
訴
え
が
あ
り
、
電
話
か

け
を
し
た
。
そ
の
日
午
後
一
時
か

ら
の
「
大
抗
議
ア
ピ
ー
ル
」
の
集

会
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
報
道
記
者
の
姿

が
あ
っ
た
。
功
を
奏
し
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
夜
八
時
頃
、
参
議
院

本
会
議
が
始
ま
っ
た
。
雨
も
降
る

緊
迫
し
た
な
か
で
「
悪
法
は
廃
案

に
！
」
の
声
を
叫
び
続
け
た
。
沖

縄
の
風
・
伊
波
洋
一
参
議
院
議
員

が
会
議
を
抜
け
報
告
に
来
て
「
強

行
採
決
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

沖
縄
の
人
は
黙
っ
て
い
な
い
。
こ

れ
か
ら
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
た
。

六
月
十
六
日
午
前
二
時
二
八
分

「
重
要
土
地
規
制
法
」
は
参
議
院

で
可
決
さ
れ
成
立
し
た
。

十
六
日
の
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
は

「
重
要
土
地
規
制
法
撤
廃
！
」「
宮

城
秋
乃
さ
ん
へ
の
弾
圧
や
め

ろ
！
」「
命
ど
ぅ
宝
！
」
の
声
を

響
か
せ
た
︵
返
還
後
の
基
地
で
回

収
し
た
米
軍
廃
棄
物
を
ゲ
ー
ト
前

に
置
く
な
ど
基
地
の
自
然
破
壊
に

抗
議
し
て
き
た
蝶
類
研
究
者
の
宮

城
さ
ん
が
、
六
月
四
日
に
不
当
な

家
宅
捜
査
を
受
け
た
の
は
土
地
規

制
法
の
先
駆
け
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
︶。
一
坪
反
戦
地
主
会
関
東
ブ

ロ
ッ
ク
の
大
仲
尊
さ
ん
の
挨
拶

は
、「
強
行
採
決
さ
れ
た
法
案
そ

の
も
の
の
問
題
が
多
す
ぎ
る
。
法

律
の
中
身
を
食
い
破
り
、
食
い
ち

ぎ
る
闘
い
を
こ
れ
か
ら
始
め
る
。

一
つ
一
つ
潰
し
て
い
く
知
恵
を
出

し
合
お
う
」
だ
っ
た
。
リ
レ
ー
ト

ー
ク
で
印
象
的
だ
っ
た
の
は
二
〇

代
の
青
年
の
発
言
だ
。「
強
行
採

決
さ
れ
た
午
前
二
時
半
ま
で
座
り

込
ん
で
い
た
。
悔
し
い
。
こ
の
法

案
は
夜
中
ま
で
審
議
し
た
が
、
コ

ロ
ナ
対
策
は
深
夜
ま
で
審
議
し
た

こ
と
は
あ
る
ん
で
す
か
」
と
。

辺
野
古
の
海
に
は
岸
か
ら
五
〇
ｍ

沖
に
進
入
禁
止
の
オ
イ
ル
フ
ィ
ン

ス
が
張
ら
れ
て
い
る
。
今
後
規
制

は
強
ま
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
わ

た
し
は
萎
縮
せ
ず
に
辺
野
古
の
海

上
抗
議
行
動
に
乗
り
出
し
た
い
。

あ
の
美
し
い
大
浦
湾
に
土
砂
を
投

入
さ
せ
な
い
ぞ
！
　
と
決
意
を
新

た
に
し
た
。
勝
つ
方
法
は
あ
き
ら

め
な
い
こ
と
だ
。 【
大
館
ま
ゆ
み
】

前
面
に
出
て
き
た
憲
法
改
悪
攻
撃

サ
条
約
体
制
打
破
！
　
安
保
条
約
破
棄
を
！

土
地
規
制
法
成
立
強
行
を
糾
弾
す
る

わ
た
し
た
ち
は
黙
ら
な
い
！
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宮古島のミサイル弾薬搬出阻止闘争� ２面２面
エッセイ＝久保孝雄・羽根次郎� ２・３面２・３面

台湾有事が煽られるなかで（岡田充）� ３面３面
前衛不在の状況を憂えながら（太田雄）　�５面５面
韓国サンケン労組の闘いをつぶすな� ６面６面
「震災復興オリンピック」の虚構� ７面７面

講談＝孫文と宮崎滔天� 10～11面10～11面

ミ
サ
イ
ル
の
弾
薬
搬
出
を
阻
止
す
る
た
め
に
、輸
送
ト
ラ
ッ
ク
の
前
に
立
ち
は
だ
か
り
座
り
込
む
市
民
運
動
の
メ
ン
バ
ー

（
六
月
二
日
　
関
連
記
事
二
面
）

宮
古
島
で
は
体
を
張
っ
た
ミ
サ
イ
ル
基
地
配
備
反
対
闘
争
が
続
く


